
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

救

急

病

院

の

申

出

の

撤

回

医

療

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

更

新

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

就

任

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

〃

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

次
の
病
院
に
つ
い
て
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
の
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

児
島
中
央
病
院

所
在
地

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
六
八
五

二

撤
回
の
時
期

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

令和４年１１月４日　岡山県公報　第１２４４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

更
新
年
月
日 

大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ン
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
平
田
四
○
三
―
一
一 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日 

セ
ン
ト
ラ
ル
薬
局 

二
子
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
二
子
二
〇
三
―
一
八 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日 

ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局 

星
の
郷
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

井
原
市
美
星
町
大
倉
二
四
六
七
―
四 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日 

ハ
ー
ト
薬
局 

中
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
中
島
三
〇
一
二
―
三 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
十
一
月
一
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局 

西
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
小
田
中
二
三
〇
―
一
五 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 
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〔
五
四
〇
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

 

近
藤 

 

豊 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
藤
戸
町
藤
戸
一
四
九
二
番
地
三 

 
 

 
 

 

理 

事 
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〔
五
四
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

香
々
美
川
土
地
改
良
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

退
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

退
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

 

福
田 

智
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

苫
田
郡
鏡
野
町
古
川
一
五
四
―
一 

 
 

 
 

 
 

 

理 

事 
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〔
五
四
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

井
原
市
高
屋
町
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
、
四
級

基
準
点
測
量
及
び
現
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
か
ら

同
年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 
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